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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体ケース（１）の一端に体毛処理ヘッド（２）が配置されており、
　体毛処理ヘッド（２）に、せん断作用で体毛を切断するせん断部（１４）と、熱切断作
用で体毛を切断する熱切断部（１５）とが設けてあることを特徴とする体毛処理装置。
【請求項２】
　熱切断部（１５）が体毛処理ヘッド（２）のヘッドフレーム（１０）で、ヘッドフレー
ム（１０）から突出する第１位置と、第１位置よりヘッドフレーム（１０）に接近する第
２位置とに位置変更可能に支持されており、
　第１位置における熱切断部（１５）の位置が、せん断部（１４）の位置よりヘッドフレ
ーム（１０）から離反させてある請求項１に記載の体毛処理装置。
【請求項３】
　熱切断部（１５）がヘッドフレーム（１０）で、第１位置と、第２位置と、第２位置よ
りヘッドフレーム（１０）に接近する第３位置とに位置変更可能に支持されており、
　第３位置における熱切断部（１５）の位置が、せん断部（１４）の位置よりヘッドフレ
ーム（１０）に接近させてある請求項２に記載の体毛処理装置。
【請求項４】
　熱切断部（１５）に、電熱によって体毛を熱切断する切断ユニット（３７）が設けられ
ており、
　熱切断部（１５）が第３位置に切換えられた状態において、切断ユニット（３７）への
通電を遮断する請求項３に記載の体毛処理装置。
【請求項５】
　熱切断部（１５）は、切断ユニット（３７）を備えた熱切断ヘッド（３６）を備えてお
り、
　熱切断ヘッド（３６）はヘッドフレーム（１０）で往復動自在に案内支持されて、ヘッ
ドフレーム（１０）と熱切断ヘッド（３６）との間に配置したフロートばね（５１）でフ
ロート支持してある請求項４に記載の体毛処理装置。
【請求項６】
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　熱切断ヘッド（３６）がフロートばね（５１）の付勢力に抗してフロート限界位置まで
変位された状態において、切断ユニット（３７）への通電を遮断する請求項５に記載の体
毛処理装置。
【請求項７】
　熱切断部（１５）は、ヘッドフレーム（１０）で第１位置と第３位置との間で位置変更
可能に支持される熱切断ベース（３５）と、切断ユニット（３７）を備えた熱切断ヘッド
（３６）とを備えており、
　熱切断ヘッド（３６）は、熱切断ベース（３５）で往復動自在に案内支持されて、熱切
断ベース（３５）と熱切断ヘッド（３６）との間に配置したフロートばね（５１）でフロ
ート支持されており、
　熱切断ヘッド（３６）が、第１位置と第２位置のそれぞれの切換え位置において、熱切
断ベース（３５）に対して上下フロートできる請求項４に記載の体毛処理装置。
【請求項８】
　体毛処理ヘッド（２）に、肌面へ向かって加圧空気を送給する送風ファン（１６）が設
けてある請求項１から７のいずれかひとつに記載の体毛処理装置。
【請求項９】
　切断ユニット（３７）が、回転自在に支持される中心軸（５４）と、中心軸（５４）の
周りに支持される１本の発熱線で構成した第１発熱体（５６）と、複数の発熱線で構成し
た第２発熱体（５７）とを含み、
　切断ユニット（３７）を、その中心軸（５４）の回りに回転操作して、第１発熱体（５
６）と、第２発熱体（５７）とのいずれかひとつを択一的に使用姿勢に切換え操作できる
請求項５から８のいずれかひとつに記載の体毛処理装置。
【請求項１０】
　熱切断ヘッド（３６）の外面に体毛を梳き流す毛梳体（５０）が設けられ、熱切断ヘッ
ド（３６）の内部に発熱体（５６）を備えた切断ユニット（３７）と、切断ユニット（３
７）を回転駆動するモーター（７６）とが配置されており、
　切断ユニット（３７）を回転駆動した状態で体毛を熱切断する請求項５から８のいずれ
かひとつに記載の体毛処理装置。
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